
市立喜佐方保育園の休止について 

 

 

 

 

 

[被災状況] 

浸水深が約 1.5ｍの濁流が敷地内に浸入、敷地を区切るブロック塀が倒壊したほか、

窓ガラス等が破損、園舎内の大型物品等が押し流され散乱し、床には土砂や汚泥が堆

積している状況にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 4 

  

 

 

 

 

平成 30年 7豪雨災害により、大規模な被害を受けた市立喜佐方保育園について、

園舎の復旧は困難と判断し休止を決定した。 

 



[園の概要] 
 

 園舎等 

 
 
 

園児数 

施設 時点 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計 

喜佐方保育園 
H30.7.1 0 2 4 5 6 3 20 

H30.8.1 0 2 4 5 6 3 20 

 
 

職 員 

施設 園長 主任 保育士 保育士 
(パート) 

調理員 調理員 
(パート) 

計 

喜佐方保育園 1 1 3 1 1 1 8 

 

 

[休止に係る経緯] 
 

平成 30年 7月 7日    午前 6時に臨時休園を決定 

平成 30年 7月 8日    被災状況確認 

            翌日以降の保育場所をたちばな保育園に決定 

平成 30年 7月 9日   たちばな保育園において合同保育開始 

平成 30年 8月 1日   休止と園舎解体の方針を決定 

平成 30年 8月 6日   喜佐方保育園保護者説明会実施 

平成 30年 8月 10日  喜佐方地区自治会役員等説明会実施 

平成 30年 8月13～17日  喜佐方保育園在園児について希望する保育園への転園調整 

            (園児 20名全員についてたちばな保育園への転園を希望) 

平成 30年 8月 20日   愛媛県南予地方局へ児童福祉施設休止届出書提出 

平成 30年 8月 28日    たちばな保育園保護者説明会実施 

平成 30年 8月 29日  市ホームページに休止について掲載 

平成 30年  9月 1日   休止 

人事異動発令による職員配置変更 

市ホームページへ休止について掲載 

平成 30年 10月 1日   来年度の喜佐方保育園園児募集休止について市広報掲載 

 

区　分 園   名 構造 定員 建築年月日 認可年月日 敷地面積 建物面積 屋外遊技場
新耐震基準以前に

該当

(S56.5.31以前)

階数二及び床面積

合計500㎡に該当
耐震診断実施 耐震診断結果 海抜

保育所 喜佐方保育園 鉄筋一部木造１階建て 60 S45.3.1 S45.4.1 1,893.60 529.88 1,049.00 該当 非該当 － － 5.50ｍ

※新耐震基準以前施設・・・耐震不明建築物

＊その規模は、幼稚園・幼保連携型認定こども園または保育所→階数２及び床面積計500㎡

※建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条第1号…特定既存耐震不適格建築物(＊)の所有者の努力…耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該建築物について耐震改修を行
うよう努めなければならない。


